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会議録 
会議の名称 第 4 回西東京市小中学校通学区域見直し等に関する向台・新町地域協議会 
開催日時 平成 22 年 2 月 4 日（木曜日） 午後 2 時から 2 時 45 分まで 
開催場所 田無第一中学校 図書室 
出席者 委員：高野 富、倉掛 泉、藤田 真理、清水 豊保、丸山 儀一、吉田 勉、大宮 真

美江、高間舘 留美子、横道 美代子、高萩 幹寛、丸山 久美子、深田 章子、千葉 礼
子、室伏 美奈子、橋本 有希、石川 圭子、森田 朋恵、古海 牧子、北川 元昭、今
井 文男、小林 薫、村松 昭栄、土方 孝一郎、福間 和正、荒井 信子、村上 奈緒
子、嶋田 安民、木曽 友仁、山田 佐登美、山本 真弓、紺野 和子、二谷 保夫（欠
席者：高谷 好文） 
事務局：野﨑 芳昭（教育長）、櫻井 勉（教育部教育企画課長）、清水 達美（教育
部教育企画課企画調整係長）、佐薙 陽子（教育部教育企画課企画調整係主事）、後
藤 幸男（教育部教育企画課学務係長）、山岡 昇（教育部教育企画課学務係主任） 

議事 1 開会 
2 資料説明 
3 意見・質問 
4 報告書の提出 
5 教育長のあいさつ・閉会 

会議資料 資料（配布済み） 
資料 1 第 3 回会議録（案） 
資料 2 西東京市小中学校通学区域見直し等に関する向台・新町地域協議会報告書
（案） 

記録方法 □全文記録 ■発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 
会議内容 

 
議事 1 開会 
会長から、第 4 回向台・新町地域協議会の開催にあたっての挨拶。 

 
議事 2 資料説明 
事務局から資料 1 の説明。すでに配布済みで意見等がなかったため、この内容で正式なものとして

決定している。 
事務局から資料 2 の説明。会議だけでなくアンケート等を活用し、多くの意見を反映できたのでは

ないかと思う。 
 
議事 3 意見・質問 
 
○委員： 
私は育成会会長をしているが、合併時に育成会が町単位から小学校単位に変わった。育成会は教育

委員会の管轄ではないが、学校の問題も関係してくるので、市長部局との連携を密にしてほしい。 
 
○事務局： 
関係部署との情報交換をきちんと行っていく。 

 
○事務局： 
資料 2 を以下のように訂正する。 

・8 ページ 2・8 行目「大型住宅」→「大型集合住宅」 
・8 ページ 6 行目「大型住宅や開発」→「大型集合住宅等の開発」 
・8 ページ 7・8 行目「出現率」→ 用語解説をつける。 
・27 ページ第 1 回会議の検討内容欄で、数字の連番を正しくする。 
 
○委員： 
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資料 2、14 ページに「今後の児童・生徒数の動向を鑑み」とあるように、大型集合住宅の出現率も
含めたシミュレーションを行ってほしい。 
 
○事務局： 
今回のシミュレーションは、大型集合住宅の出現率も含めた試算をしている。その際には、全体の

世帯数や価格帯等から、同規模のマンションができた場合の過去のデータを基に予測している。 
 
○事務局： 
資料 2、6 ページ「（2）向台・新町等地域における考え方」についての補足説明 

 本協議会では向台・新町地域を中心に議論してきたが、特例措置を利用している児童・生徒が少数
である南町 1・2 丁目、向台町 1 丁目、柳沢 5・6 丁目についても、特例措置を解消することが適当で
あると考える。この地域で現在特例措置の対象になっている学校に通いたい場合は、学校選択制度を
利用していただくことになる。 
 
○委員： 
資料 2、7 ページに「1.通学時の安全・防犯上の問題」とあるが、交通安全は重要な課題である。

スクールゾーンを無視して進入してくる車両もあるし、運転中に携帯電話を使用しているドライバー
もいる。自転車とぶつかる危険もあり、油断はできない。 
 
○事務局： 
バスが走行する武蔵境通りを渡るかどうかについて、会議の中でも一定の意見交換を行ったとお

り、今回の新しい通学区域は、交通安全の視点も含めて設定している。1.に「交通安全」の文言を入
れるように検討する。 
 
議事 4 報告書の提出 
 
○会長： 
意見の詳細を報告書に反映させる点については、私と事務局に一任していただき、その他について

は、この報告書を協議会の検討結果として教育長に提出したいと思うが、よろしいか。 
 
○委員： 
承認 

 
○会長： 
それでは、報告書を教育長へ提出する。 

 
○教育長： 
報告書を受領 

  
議事 5 教育長のあいさつ・閉会 
野﨑教育長より、向台・新町地域協議会の報告書受領にあたっての挨拶。 

 会長より、閉会にあたっての挨拶。 
 事務局より今後の予定について説明。 
 
 新しい通学区域については教育委員会に報告し、規則改正を 3～4 月に行い、平成 23 年 4 月から実
際に適用する。あわせて周知も徹底していきたい。 
 
 
以上 
 
 
 


